
松原市開発指導要綱 

改正後 改正前 

別表（第３９条関係）  

第９条及び第１０条第２項 市民生活部環境予防課長 

第１１条 
教育委員会事務局教育総務部文化財 
課長 

第１８条、第１９条及び第３０条第３項 
都市整備部みち・みどり整備課長又は 
上下水道部上下水道管理課長 

第２０条及び第２２条 上下水道部上下水道管理課長 

第２１条 都市整備部みち・みどり整備課長 

第２３条第１項 市民生活部環境政策課長 

第２３条第２項 市民生活部環境業務課長 

第２４条 市民生活部産業振興課長 

第２５条 消防署副署長 

第３０条第１項及び第２項 市民協働部市民協働課長 

上に掲げる条項以外の条項 都市整備部まちづくり推進課長 
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